


令和 6年能登半島地震災害義援金および配分に関する内規 

 

令和 6年 1月 25日制定 

福岡県印刷工業組合 

 

第１条  令和 6 年 1 月 1 日に発生した令和 6 年能登半島地震により被災した組合員を支

援するため、災害義援金を募り、見舞金を贈る。募集要領および配分基準につい

て次のとおり定める。 

 

第２条  災害義援金額として、１組合員 5,000円を募る。 

   ２．義援金協力者には礼状を送付する。 

   ３．義援金協力者名簿を作成、保管する。 

   ４．義援金は、本規定実施後直近の賦課金と同時に納付するものとする。 

 

第３条  義援金は、全日本印刷工業組合連合会を通じて、全額を今後に判明する被災状

況に応じ、当該県印刷工業組合に贈るものとする。なお、その配分額は、全日本

印刷工業組合連合会の理事会決定に従って行なう。 

 

第４条  本内規は令和 6年 1月 25日より実施する。 

 

 

（追 記） 

今回の災害義援金募集は、法人税法基本通達 9-7-15の 4で処理しております。 

「令和 6 年能登半島地震に対する義援金募集について」と「令和 6 年能登半島地震災害

義援金および配分に関する内規」を各社において保管願います。 

法人税法基本通達 9-7-15の 4 

（災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等） 

法人が、その所属する協会、連盟その他の同業団体等（以下 9-7-15の 4において「同業

団体等」という。）の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、

その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等（災害の発生を機に新た

に定めたものを含む）に基づき合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体等か

ら賦課され、拠出した分担金等は、9-7-15 の 3 の取扱いにかかわらず、その支出した日の

属する事業年度の損金の額に算入する。 


